
使用に相応しいキャリアコンサルタント 

（女性（全技法共通）） 
 

 女性向け技法の使用に相応しいキャリアコンサルタントは、各属性に共通する倫理的な留

意点に加え、以下の要件を満たす者である。 

 

(1) 他属性を含め、キャリアコンサルティングの経験がある者（目安として１年以上）。 

(2) ジェンダー・バイアスを持たずに支援を行える者。 

(3) 社会情勢としての女性の活躍推進や両立支援、少子化、保活の問題について基本的な知識   

を有する者。 

厚生労働省 女性の活躍・両立支援総合サイト 両立支援のひろば 

                        http://ryouritsu.mhlw.go.jp/  

厚生労働省 仕事と育児カムバック支援サイト http://comeback-shien.mhlw.go.jp/  
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